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資格更新の手引き
1． ５年毎の資格更新（臨床遺伝専門医制度規則第９条・第１７条）について
　　　専門医・指導医の認定期間は５年間です。専門医・指導医の資格取得後も５年毎に資格更新をし
なければなりません。資格更新にはこの研修記録簿の提出と更新認定手数料の納入が義務付けら
れています。また、原本は返却しませんので、提出前にコピーの保存をお願いします。指導医の更新は専門医の更新と同時に行います。
2． 更新のための研修単位について

更新のためには５年の認定期間中に合計１００単位以上の研修単位の取得（臨床遺伝専門医制度施行細則第８条（１））が必要です。そのうち、適切な遺伝医療の実践３０単位は必須とします。
3． 指導医の資格更新（臨床遺伝専門医制度施行細則第１１条（１）～（３））について
　　　指導医資格更新のためには専門医資格更新書類の他に【様式5-4】の提出が必要です。
4． 専門医・指導医資格更新の受付期間について
　　　更新申請の受付は毎年４月から１２月までです。その他の期間の提出は受付できません。提出先は臨床遺伝専門医制度委員会事務局です。各学会事務局へは提出しないようご留意下さい。
5． 資格喪失、更新申請書遅滞理由書について
　　　認定期限までに更新申請がなされなかった場合、認定期限後２年までは更新申請が可能です。更新申請が遅れた場合は、「更新申請書提出遅滞理由書｣【様式5-5】を添付した上での更新申請が必要です。認定期限後２年を過ぎた時点で専門医資格を喪失することになり、再度資格を取得するためには、改めて認定医試験を受験していただくことになります。
6． 更新免除申請（臨床遺伝専門医制度施行細則第８条（４））について
　　　認定期限までに６５歳に達している方又は６５歳に達する方は、資格更新時に「更新免除申請書」　　　

　　　【様式5-6】を委員会に提出することにより、以後の更新を行う必要がなくなります。
7． 日本人類遺伝学会・日本遺伝カウンセリング学会退会による資格喪失（臨床遺伝専門医制度規則第８条（４））について
　　　日本人類遺伝学会・日本遺伝カウンセリング学会を退会した場合、書類が受理された日付で同時に専門医資格も失われます。会費未納による自動退会の場合も同様に専門医資格を失効することになりますので充分ご注意下さい。再入会後、再登録の手続きを取ることによって資格を回復することができますが、退会から再入会されるまでの期間に相当する研修単位は、更新申請に使用できません。
研修記録簿記入の注意事項

1． 提出の際は「研修記録集計表｣【様式5-2】に各単位数の合計及び総合計を算出のうえ記入すること。
２．学会・研究会・セミナー等への参加を証明する参加証・シール・スタンプ等(コピー可)の貼付が必要。【様式5-3-1～様式5-3-2】
３．単位数は参加証明書等に記載されていても、該当欄に改めて単位数を記入すること。記入のない場合、その研修記録欄は無効になることがあります。【様式5-3-1～様式5-3-2】
４．学会発表を研修単位として記録する場合は、研修集会名の後に｢発表｣と記載し、演題名等を記入すること。【様式5-3-3】
５．論文・著書は発表雑誌・出版社等を記載し、単著・共著等の区別、共著者名を記載すること。【様式5-3-4】

【様式5-1】
臨床遺伝専門医・指導医 更新申請書
西暦　　　　年　　月　　日　

臨床遺伝専門医委員会委員長　殿
私は臨床遺伝専門医・指導医の更新を受けたく、必要書類及び手数料（郵便振替払込金受領証のコピー）を添えて申請します。

	登録番号
	第　　　　　号
	認定期限
	西暦　　　　　年　　　月　　　日

	認定・委嘱資格（該当箇所にﾚ印）
	□　臨床遺伝専門医　　　　　□　臨床遺伝専門歯科医

□　臨床遺伝指導医　　　　　□　指導責任医（認定施設名：　　　　　　　　　　　　）　

	所属学会

（該当箇所にﾚ印）
	□　日本人類遺伝学会　　　　□　日本遺伝カウンセリング学会

	申請者が有している基本領域学会の専門医（認定医）資格（該当する専門医にﾚ印）［現在研修中の場合も取得予定日と共に記載すること］
	□内科専門医　□認定内科医　□外科専門医　□外科認定医　□産婦人科専門医　□小児科専門医　□精神科専門医　□精神保険指定医　□皮膚科専門医　□整形外科専門医　□形成外科専門医　□眼科専門医　□耳鼻咽喉科専門医　□泌尿器科専門医　□脳神経外科専門医　□放射線科専門医　□麻酔科専門医　□病理専門医　□臨床検査専門医　□救急科専門医　　□ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科専門医　

□その他（　　　　　　　　　　　　）
· 上記専門医(認定医)番号　No.　　　　　　　　　
（取得年月：西暦　　　　年　　　月）

	申請者氏名
	
	姓
	名
	

	
	ふりがな
	
	
	印

（捺印必須）

	
	漢　　字
	
	
	

	生年月日
	西暦　　　　　年　　　月　　　日（満　　　歳）
	性別
	男　・　女

	勤務施設名／

所属名／職名
	
	勤務施設

連 絡 先
	〒

TEL:　　　　　　　　FAX:

E-mail:

	自宅連絡先
	〒

TEL:　　　　　　　　　　FAX:


更新認定手数料支払証明　貼付欄

	更新認定手数料（20,000円）の郵便振替払込金受領証のコピーをこの欄に貼付して下さい。


· 臨床遺伝専門医　更新免除申請書【様式5-6】を提出する方は、この更新認定手数料をお支払いいただく必要はありません。
専門医資格更新のための研修と単位数一覧（臨床遺伝専門医制度施行細則第８条（２））
	
	
	単位数
	備　　考

	研修集会出席

（学術集会、研究会、セミナー等）
	日本人類遺伝学会

日本遺伝カウンセリング学会
	１０
	（各学会毎）

	
	日本医学会総会
	８
	（各大会毎）

	
	日本先天代謝異常学会

日本小児遺伝学会

日本遺伝子診療学会

日本先天異常学会

日本家族性腫瘍学会
	８
	委員会が認めた関連学会
（各学会毎）

	
	染色体研究会

出生前診断研究会（各地）

その他※
	５
	委員会が認めたその他の臨床遺伝関連諸学会出席（遺伝医学に関連した２日未満の学会・研究会）(各研究会毎)

	
	International Congress of Human Genetics 
American Society of Human Genetics 
American College of Medical Genetics 
European Society of Human Genetics
	８
	委員会が認めた国際的関連学会出席

（各学会毎）

	
	その他国際的臨床遺伝関連学会出席
	５
	根拠となる資料を添付した申請書により評価し，委員会で適切と認められた場合に単位を認定する

（各学会毎）

	
	遺伝医学セミナー
	１０
	日本人類遺伝学会

（各セミナー毎）

	
	遺伝カウンセリングセミナー


	１５
	日本遺伝カウンセリング学会(各コース毎)

	
	遺伝カウンセリングリフレッシュセミナー
	８
	日本遺伝カウンセリング学会(各セミナー毎)

	
	家族性腫瘍カウンセラー養成セミナー

臨床細胞遺伝学セミナー

先天代謝異常学会セミナー
	８
	委員会が認めた研修会
(各セミナー毎)

	
	その他臨床遺伝関連研修会参加
	５
	根拠となる資料を添付した申請書により評価し，委員会で適切と認められた場合に単位を認定する

(各研修会毎)

	業績発表
	委員会が認めた各学会においての臨床遺伝に関する演題発表
	５
	(各演題毎)

	
	遺伝医学に特化していない学会での遺伝医学に関連する演題発表
	５
	根拠となる資料を添付した申請書により評価し，委員会で適切と認められた場合に単位を認定する．例）日本小児科学会，日本産科婦人科学会，日本神経学会で遺伝医学に関する演題を発表する場合等(各演題毎)

	
	臨床遺伝関連学会での特別講演、教育講演、セミナー、研修会等の講師
	８
	(各行事毎)

	
	臨床遺伝関連専門誌への論文掲載　筆頭者
	１０
	遺伝医学に特化した雑誌ではなくても，執筆内容が遺伝医学に関連したものであれば認める．原著論文が原則

	
	臨床遺伝関連専門誌への論文掲載　共著者
	３
	遺伝医学に特化した雑誌ではなくても，執筆内容が遺伝医学に関連したものであれば認める．原著論文が原則

	遺伝医療の実践
	適切な遺伝医療の実践
	必須

３０
	遺伝医療を行った15症例のリスト。そのうち、申請者自身が行った遺伝カウンセリング3症例の要約を提出

	
	遺伝カウンセリングの実践
	最大

２０
	症例の要約。１症例につき2単位とする。１０症例まで記入可。（適切な遺伝医療の実践との重複不可）


· 「委員会が認める学会・研究会・セミナー等」は随時追加していく予定です。申請者は下記ホームページの「臨床遺伝専門医制度施行細則第８条の単位認定について｣を確認し、単位を計算すること。
http://jshg.jp/　　　(日本人類遺伝学会)
または
http://www.jsgc.jp/　(日本遺伝カウンセリング学会)

【様式5-2】
研修記録集計表
	研修の種類
	回　　　　数
	合計単位数

	研修集会出席

（学術集会、研究会、セミナー等）
	委員会の認めたもの　　　　　　　　　　　
	　　　　　　

	回
	単位

	
	委員会で認められてはいないが

根拠となる資料を添付し申請し　　　　　　たもの
	
	回
	単位

	業績発表
	演題発表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	
	回
	単位

	
	特別講演等　　　　　　　　　　　　　　　
	
	回
	単位

	
	論文・著書　　　　　　　　　　　　　　　　
	
	編
	単位

	遺伝医療の実践
	適切な遺伝医療の実践　　　　　　　　　　　　　　
	
	
	（必須） ３０単位

	
	遺伝カウンセリングの実践※　　　　　　　　　　　　　　
	
	回
	単位

	　　　　　　　　　　　　　　　総　　　　計
	単位


※最大２０単位まで。１症例につき2単位とする（適切な遺伝医療の実践との重複不可。必須ではない。）
【様式5-3-1】
研修集会出席記録：委員会の認めたもの（学術集会、研究会、セミナー等）
	研修集会名（開催地・開催年月日を記載）参加証等証明書貼付、コピー可
※記載順に番号を付けること
	備　考
	単位

	
	
	

	小　　　計
	


	研修集会名（開催地・開催年月日を記載）参加証等証明書貼付、コピー可
※記載順に番号を付けること
	備　考
	単位

	
	
	

	小　　　計
	


	研修集会名（開催地・開催年月日を記載）参加証等証明書貼付、コピー可
※記載順に番号を付けること
	備　考
	単位

	
	
	

	小　　　計
	


【様式5-3-2】
研修集会出席記録：委員会では認められていないが、根拠となる資料を添付し申請したもの（学術集会、研究会、セミナー等）

	研修集会名（開催地・開催年月日を記載）参加証等証明書貼付、コピー可
※記載順に番号を付けること
	備　考
	単位

	
	
	

	小　　　計
	


	研修集会名（開催地・開催年月日を記載）参加証等証明書貼付、コピー可
※記載順に番号を付けること
	備　考
	単位

	
	
	

	小　　　計
	


	研修集会名（開催地・開催年月日を記載）参加証等証明書貼付、コピー可
※記載順に番号を付けること
	備　考
	単位

	
	
	

	小　　　計
	


【様式5-3-3】

業績発表記録（演題発表・特別講演等）

	発表者名(申請者に下線)・演題名・研修集会名・開催地・開催年月日を記載
※記載順に番号を付けること
	単位

	
	

	小　　　計
	


	発表者名(申請者に下線)・演題名・研修集会名・開催地・開催年月日を記載

※記載順に番号を付けること
	単位

	
	

	小　　　計
	


	発表者名(申請者に下線)・演題名・研修集会名・開催地・開催年月日を記載

※記載順に番号を付けること
	単位

	
	

	小　　　計
	


【様式5-3-4】

業績発表記録（論文・著書等）
	著者名（申請者に下線）、論文名、雑誌・図書名、巻・頁、発表年を記載
※記載順に番号を付けること
	単位

	
	

	小　　　計
	


	著者名（申請者に下線）、論文名、雑誌・図書名、巻・頁、発表年を記載
※記載順に番号を付けること
	単位

	
	

	小　　　計
	


	著者名（申請者に下線）、論文名、雑誌・図書名、巻・頁、発表年を記載
※記載順に番号を付けること
	単位

	
	

	小　　　計
	


【様式5-3-5】

遺伝医療の実践：適切な遺伝医療の実践・１５症例のリスト（必須）
· クライエント照合記号・番号に関しては、申請者が自分で照合できる記号あるいは番号を独自につけること。カルテ番号のように個人が特定できるものは不可。
　　

１５症例のリスト

	
	クライエント照合

記号・番号
	実施

年月
	疾患・診断名
	遺　伝　医　療　内　容　(100字程度)

	例
	GC1234
	2005.1
	結節性硬化症
	クライアント自身が遺伝子検査を希望・・・



	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	


【様式5-3-6】

症例要約（１）申請者自身が行った遺伝カウンセリング
· クライエント照合記号・番号に関しては、申請者が自分で照合できる記号あるいは番号を独自につけること。カルテ番号のように個人が特定できるものは不可。

	申　請　者　名
	

	疾　　　　　患
	

	クライエント照合記号・番号
	

	場　　　　　所
	

	年　　　　　月
	西暦　　　　年　　　月

	カウンセリング時間
	時間　　　　分

	カウンセリング担当者名
	

	家　　系　　図

	

	遺伝カウンセリングの目的

	

	遺伝カウンセリングに至るまでの概略

	

	クライエントの情報

	

	遺伝カウンセリングにおいて提供した情報

	

	問　題　点

	

	クライエントの理解

	

	反　省　点

	

	その他（転帰など）

	


症例要約（２）申請者自身が行った遺伝カウンセリング

	申　請　者　名
	

	疾　　　　　患
	

	クライエント照合記号・番号
	

	場　　　　　所
	

	年　　　　　月
	西暦　　　　年　　　月

	カウンセリング時間
	時間　　　　分

	カウンセリング担当者名
	

	家　　系　　図

	

	遺伝カウンセリングの目的

	

	遺伝カウンセリングに至るまでの概略

	

	クライエントの情報

	

	遺伝カウンセリングにおいて提供した情報

	

	問　題　点

	

	クライエントの理解

	

	反　省　点

	

	その他（転帰など）

	


症例要約（３）申請者自身が行った遺伝カウンセリング

	申　請　者　名
	

	疾　　　　　患
	

	クライエント照合記号・番号
	

	場　　　　　所
	

	年　　　　　月
	西暦　　　　年　　　月

	カウンセリング時間
	時間　　　　分

	カウンセリング担当者名
	

	家　　系　　図

	

	遺伝カウンセリングの目的

	

	遺伝カウンセリングに至るまでの概略

	

	クライエントの情報

	

	遺伝カウンセリングにおいて提供した情報

	

	

	問　題　点

	

	クライエントの理解

	

	反　省　点

	

	その他（転帰など）

	


【様式5-3-7】
遺伝医療の実践：遺伝カウンセリングの実践（１０症例まで記入可）
適切な遺伝医療の実践との重複不可・必須ではない
· クライエント照合記号・番号に関しては、申請者が自分で照合できる記号あるいは番号を独自につけること。カルテ番号のように個人が特定できるものは不可。

症例要約（１）遺伝カウンセリングの実践
	申　請　者　名
	

	疾　　　　　患
	

	クライエント照合記号・番号
	

	場　　　　　所
	

	年　　　　　月
	西暦　　　　年　　　月

	カウンセリング時間
	時間　　　　分

	カウンセリング担当者名
	

	家　　系　　図

	

	遺伝カウンセリングの目的

	

	遺伝カウンセリングに至るまでの概略

	

	クライエントの情報

	

	遺伝カウンセリングにおいて提供した情報

	

	問　題　点

	

	クライエントの理解

	

	反　省　点

	

	その他（転帰など）

	


症例要約（２）遺伝カウンセリングの実践

	申　請　者　名
	

	疾　　　　　患
	

	クライエント照合記号・番号
	

	場　　　　　所
	

	年　　　　　月
	西暦　　　　年　　　月

	カウンセリング時間
	時間　　　　分

	カウンセリング担当者名
	

	家　　系　　図

	

	遺伝カウンセリングの目的

	

	遺伝カウンセリングに至るまでの概略

	

	クライエントの情報

	

	遺伝カウンセリングにおいて提供した情報

	

	問　題　点

	

	クライエントの理解

	

	反　省　点

	

	その他（転帰など）

	


症例要約（３）遺伝カウンセリングの実践

	申　請　者　名
	

	疾　　　　　患
	

	クライエント照合記号・番号
	

	場　　　　　所
	

	年　　　　　月
	西暦　　　　年　　　月

	カウンセリング時間
	時間　　　　分

	カウンセリング担当者名
	

	家　　系　　図

	

	遺伝カウンセリングの目的

	

	遺伝カウンセリングに至るまでの概略

	

	クライエントの情報

	

	遺伝カウンセリングにおいて提供した情報

	

	問　題　点

	

	クライエントの理解

	

	反　省　点

	

	その他（転帰など）

	


症例要約（４）遺伝カウンセリングの実践

	申　請　者　名
	

	疾　　　　　患
	

	クライエント照合記号・番号
	

	場　　　　　所
	

	年　　　　　月
	西暦　　　　年　　　月

	カウンセリング時間
	時間　　　　分

	カウンセリング担当者名
	

	家　　系　　図

	

	遺伝カウンセリングの目的

	

	遺伝カウンセリングに至るまでの概略

	

	クライエントの情報

	

	遺伝カウンセリングにおいて提供した情報

	

	問　題　点

	

	クライエントの理解

	

	反　省　点

	

	その他（転帰など）

	


症例要約（５）遺伝カウンセリングの実践

	申　請　者　名
	

	疾　　　　　患
	

	クライエント照合記号・番号
	

	場　　　　　所
	

	年　　　　　月
	西暦　　　　年　　　月


	カウンセリング時間
	時間　　　　分

	カウンセリング担当者名
	

	家　　系　　図

	

	遺伝カウンセリングの目的

	

	遺伝カウンセリングに至るまでの概略

	

	クライエントの情報

	

	遺伝カウンセリングにおいて提供した情報

	

	問　題　点

	

	クライエントの理解

	

	反　省　点

	

	その他（転帰など）

	


症例要約（６）遺伝カウンセリングの実践

	申　請　者　名
	

	疾　　　　　患
	

	クライエント照合記号・番号
	

	場　　　　　所
	

	年　　　　　月
	西暦　　　　年　　　月

	カウンセリング時間
	時間　　　　分

	カウンセリング担当者名
	

	家　　系　　図

	

	遺伝カウンセリングの目的

	

	遺伝カウンセリングに至るまでの概略

	

	クライエントの情報

	

	遺伝カウンセリングにおいて提供した情報

	

	問　題　点

	

	クライエントの理解

	

	反　省　点

	

	その他（転帰など）

	


症例要約（７）遺伝カウンセリングの実践

	申　請　者　名
	

	疾　　　　　患
	

	クライエント照合記号・番号
	

	場　　　　　所
	

	年　　　　　月
	西暦　　　　年　　　月

	カウンセリング時間
	時間　　　　分

	カウンセリング担当者名
	

	家　　系　　図

	

	遺伝カウンセリングの目的

	

	遺伝カウンセリングに至るまでの概略

	

	クライエントの情報

	

	遺伝カウンセリングにおいて提供した情報

	

	問　題　点

	

	クライエントの理解

	

	反　省　点

	

	その他（転帰など）

	


症例要約（８）遺伝カウンセリングの実践

	申　請　者　名
	

	疾　　　　　患
	

	クライエント照合記号・番号
	

	場　　　　　所
	

	年　　　　　月
	西暦　　　　年　　　月

	カウンセリング時間
	時間　　　　分

	カウンセリング担当者名
	

	家　　系　　図

	

	遺伝カウンセリングの目的

	

	遺伝カウンセリングに至るまでの概略

	

	クライエントの情報

	

	遺伝カウンセリングにおいて提供した情報

	

	問　題　点

	

	クライエントの理解

	

	反　省　点

	

	その他（転帰など）

	


症例要約（９）遺伝カウンセリングの実践

	申　請　者　名
	

	疾　　　　　患
	

	クライエント照合記号・番号
	

	場　　　　　所
	

	年　　　　　月
	西暦　　　　年　　　月

	カウンセリング時間
	時間　　　　分

	カウンセリング担当者名
	

	家　　系　　図

	

	遺伝カウンセリングの目的

	

	遺伝カウンセリングに至るまでの概略

	

	クライエントの情報

	

	遺伝カウンセリングにおいて提供した情報

	

	問　題　点

	

	クライエントの理解

	

	反　省　点

	

	その他（転帰など）

	


症例要約（１０）遺伝カウンセリングの実践

	申　請　者　名
	

	疾　　　　　患
	

	クライエント照合記号・番号
	

	場　　　　　所
	

	年　　　　　月
	西暦　　　　年　　　月

	カウンセリング時間
	時間　　　　分


	カウンセリング担当者名
	

	家　　系　　図

	

	遺伝カウンセリングの目的

	

	遺伝カウンセリングに至るまでの概略

	

	クライエントの情報

	

	遺伝カウンセリングにおいて提供した情報

	

	問　題　点

	

	クライエントの理解

	

	反　省　点

	

	その他（転帰など）

	


【様式5-4】

指導医の認定更新（臨床遺伝専門医制度施行細則第１１条）
	5年間の指導医認定期間中に指導した又は指導中の研修者リスト
	氏　　名
	研修医番号あるいは専門医番号

	
	
	

	現在行っている臨床遺伝医療の内容
（研修者の指導が可能である旨を記載すること）
	

	遺伝医学に関係した学術活動
	


【様式5-5】

臨床遺伝専門医更新申請書提出遅滞理由書

臨床遺伝専門医制度委員会　御中

　私は，以下の理由により，専門医・指導医の更新申請書を期日までに提出しませんでしたが，更新申請書を提出するまでの期間中も臨床遺伝専門医・指導医の資格認定更新を得るための研修を行っておりましたので，更新申請書の書類を受理してくださいますようお願いいたします．

・いずれかにチェックして下さい．

　　□　更新申請書を提出することが必要であるとは認識していなかったため

　　□　その他の理由のため

　　　　具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

専門医番号：　　　第　　　　　号

認定期間　：　　西暦　　　　年　　　月　　　日　～　西暦　　　　年　　　月　　　日

（ふりがな）

氏　　名：

-------------------------------------------------------------------------------------------

　上記事項について相違ありません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西暦　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　専門医・指導医　自署　　　　　　　　　　　　　㊞
【様式5-6】
臨床遺伝専門医　更新免除申請書

西暦　　　　年　　月　　日　

臨床遺伝専門医委員会委員長　殿

私は臨床遺伝専門医の更新免除（臨床遺伝専門医制度施行細則第８条（４））を受けたく、必要書類及び手数料（郵便振替払込金受領証のコピー）を添えて申請します。

	登録番号
	第　　　　号
	認定期限
	西暦　　　　　年　　　月　　　日

	認定資格
（該当箇所にﾚ印）
	□　臨床遺伝専門医　　　　　□　臨床遺伝専門歯科医　

	所属学会

（該当箇所にﾚ印）
	□　日本人類遺伝学会　　　　□　日本遺伝カウンセリング学会

	申請者が有している基本領域学会の専門医（認定医）資格（該当する専門医にﾚ印）［現在研修中の場合も取得予定日と共に記載すること］
	□内科専門医　□認定内科医　□外科専門医　□外科認定医　□産婦人科専門医　□小児科専門医　□精神科専門医　□精神保険指定医　□皮膚科専門医　□整形外科専門医　□形成外科専門医　□眼科専門医　□耳鼻咽喉科専門医　□泌尿器科専門医　□脳神経外科専門医　□放射線科専門医　□麻酔科専門医　□病理専門医　□臨床検査専門医　□救急科専門医　　□ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科専門医　

□その他（　　　　　　　　　　　　）
· 上記専門医(認定医)番号　No.　　　　　　　　　

（取得年月：西暦　　　　年　　　月）

	申請者氏名
	
	姓
	名
	

	
	ふりがな
	
	
	印

（捺印必須）

	
	漢　　字
	
	
	

	生年月日
	西暦　　　　　年　　　月　　　日（満　　　歳）
	性別
	男　・　女

	勤務施設名／

所属名／職名
	
	勤務施設

連 絡 先
	〒

TEL:　　　　　　　　FAX:

E-mail:

	自宅連絡先
	〒

TEL:　　　　　　　　　　FAX:


専門医の年会費支払証明、更新免除申請手数料支払証明　貼付欄


更新免除申請手数料（10,000円）の郵便振替払込金受領証のコピーをこの欄に貼付して下さい

	


※　更新免除申請（臨床遺伝専門医制度施行細則第８条（４））について

　　認定期限までに６５歳に達している方又は６５歳に達する方は、資格更新時に「更新免除申請書」【様式5-6】を委員会に提出することにより、以後の更新を行う必要がなくなります。

臨床遺伝専門医制度規則　（2001年10月4日制定，2003年10月22日一部改定）
第１章　総　　則

（目的）

第1条 この制度は，質の高い臨床遺伝医療を提供し，臨床遺伝学の一層の発展を図る専門家としての臨床
遺伝専門医を養成・認定することを目的とする．

（専門医制度）

第２条　日本人類遺伝学会および日本遺伝カウンセリング学会は，前条の目的を達成するために，臨床遺伝専門医制度を設ける．

第２章　臨床遺伝専門医

（専門医の申請資格）

第３条　臨床遺伝専門医（以下専門医という）として認定を受けようとする者は，次の各号に掲げるすべてに該当し，かつ定められた期間内に専門医制度委員会の実施する専門医認定試験（以下認定試験という）に合格しなければならない．

（1）専門医制度委員会が認定した研修施設において，臨床遺伝学の研修を3年以上行い，研修施設に所属する指導医の指導を受けながら，遺伝カウンセリングを含む遺伝医療を実践した者．申請に必要な症例数については別に定める．研修開始届けの受付をもって研修開始とする．研修施設以外の施設に在籍する医師の研修については別に定める．

（2）継続して3年以上，日本人類遺伝学会あるいは日本遺伝カウンセリング学会の会員である者

（3）遺伝医学に関係した学術活動（論文発表，学会発表等）を行っている者．詳細については別に定める．

（4）臨床遺伝専門医到達目標（以下到達目標という）に記載されている能力を有する者．到達目標については別に定める．

（5）専門医認定制協議会の定める基本的領域の学会の専門医（認定医），あるいは専門医制度委員会が認める専門医（認定医）である者．専門医制度委員会が認める専門医（認定医）については別に定める．

（認定試験の受験手続）

第４条　認定試験を受けようとする者は，次の各号に掲げる書類に所定の受験料を添えて，所定の期日までに，専門医制度委員会に提出しなければならない．

（1）専門医認定申請書

（2）履歴書

（3）研修記録

（4）症例要約

（5）その他必要書類一式

（認定試験の実施）

第５条　認定試験は，毎年１回実施する．

（1）認定試験は，臨床遺伝学に関する筆記試験および面接試験で行う．

（2）認定試験の期日，その他の認定試験の実施について必要な事項は，毎年度当初に公示する．

（専門医の認定）

第６条　専門医制度委員会は，認定試験に合格し，所定の認定料を納入した者を日本人類遺伝学会および日本遺伝カウンセリング学会に推薦し，両学会理事長が専門医に認定する．

（専門医認定証）

第７条　専門医と認定された者は，専門医認定証の交付を受けることができる．

（専門医の取り消し）

第８条　専門医制度委員会は，専門医として認定された者が次の各号の一に該当するときは，認定を取り消すことができる．

（1）裁判所において失踪宣告を受けたとき．

（2）第４条各号における文書の記載事項に事実と重大な相違があり，専門医としての資格に欠けるものがあると認められるとき．

（3）医師の資格を喪失したとき．

（4）日本人類遺伝学会および日本遺伝カウンセリング学会のいずれの学会員でもなくなったとき．

（5）臨床遺伝専門医として体面を汚すような行為のあったとき．

（専門医資格の更新）

第９条　専門医の認定期間は５年とし，５年毎に認定を更新する．資格の更新の条件及び手続きは，別に定める．
第３章　専門医制度委員会

（専門医制度を運用する機関）

第10条　日本人類遺伝学会および日本遺伝カウンセリング学会は共同で，本制度の運用のため専門医制度委員会を設置する．

（議事）

第11条　専門医制度委員会は，次の各号に掲げる事項を審議する．

（1）認定試験受験者の受験資格の審査に関すること．

（2）認定試験の問題作成及び実施に関すること．

（3）専門医の登録及び認定証の交付に関すること．

（4）その他専門医の認定に関すること．

（5）研修施設の認定に関すること．

（6）指導医の認定に関すること．

（委員）

第12条　専門医制度委員会は，日本人類遺伝学会から推薦された委員（内１名は同学会理事），日本遺伝カウンセリング学会から推薦された委員，および専門医制度委員会が必要と認めた委員をもって構成する．それぞれの委員の人数については別に定める．

（1）委員の任期は２年とし，再任を妨げない．

（2）委員に欠員が生じたときは，それぞれの学会の推薦により補充する．但し，補充された委員の任期は，前任者の残任期間とする．

（3）専門医制度委員会に委員長を置き，委員の互選により定める．

（会議）

第13条　専門医制度委員会は委員の３分の２以上の出席がなければ開くことができない．

第４章　研修施設と指導医

（研修施設の認定）

第14条　専門医制度委員会は，施設の長からの申請により，次の各号に掲げる条件を満たした施設を研修施設として認定する．

（1）専門外来として臨床遺伝医療に関する外来を開設していること．

（2）複数の専門医が勤務する独立した臨床遺伝医療部門があり，専門医のうち，少なくとも１名は指導医であること．

（3）到達目標に掲げる能力が取得でき，臨床遺伝医療に関する臨床研修が可能であること．

（4）臨床遺伝に関する教育的行事を定期的に開催していること．

（研修施設認定の期間）

第15条　研修施設の認定期間は５年とし，５年毎に認定を更新する．

（1）研修施設認定の更新の条件及び手続きは，別に定める．　

（指導医の認定）

第16条　次の各号に掲げる基準をすべて満たす者を指導医として認定する．

（1）認定申請時に５年以上専門医として臨床遺伝医療に携わっている者．

（2）十分な症例数について臨床遺伝医療（遺伝カウンセリングを含む）を実践した経験のある者．詳細については別に定める．

（3）遺伝医学に関係した学術活動（論文発表，学会発表等）を行っている者．詳細については別に定める．

（4）医籍登録後10年以上の者．

（指導医の認定期間）

第17条　指導医の認定期間は５年とし，５年毎に認定を更新する．　

（1）認定の更新の条件及び手続きは，別に定める．　

第５章　補　　則

（規則の改正）

第18条　この規則は，日本人類遺伝学会理事会および日本遺伝カウンセリング学会理事会の議を経て，改正することができる．

（その他の基準）

第19条　研修施設の基準，研修内容の基準及び経過措置その他必要なことについては，日本人類遺伝学会理事会および日本遺伝カウンセリング学会理事会の了承を得て，専門医制度委員会が定める．

附　則
（施行期日）

1　この規則は，2002年４月１日から施行する．ただし，第３条の改定規定は2004年４月１日から施行する．

臨床遺伝専門医制度施行細則
　（2001年10月4日制定，2003年10月22日一部改定）
第１条　この細則は，臨床遺伝専門医制度規則（以下「規則」という．）の施行について必要な事項を定める．

第２条　規則第10条に定める専門医制度委員会（以下「委員会」という．）の委員は，日本人類遺伝学会から推薦された委員６名（うち１名は同学会理事），日本遺伝カウンセリング学会から推薦された委員４名及び委員会が必要と認めた委員若干名とする．

第３条　委員会の事務は，委員会事務局において行う．

第４条　委員会は，すべて非公開とする．

第５条　認定等に要する手数料は，次の各号に掲げるとおりとする．

　（1）　研修開始届受付手数料　　　  5,000　円

　（2）　認定試験受験手数料　　　   30,000　円

　（3）　認定手数料　　　　　　　   10,000　円

＊　受理した手数料は，返還しない．

第６条　規則第４条第４号の症例要約は，申請者が遺伝医療を行った30症例のリスト及びそのうち５症例についての要約とする．ただし，５症例のうち，少なくとも３症例は申請者自身が遺伝カウンセリングを行った症例とする．

１　規則第３条第３号に定める学術活動の評価のために必要とする書類は，遺伝医学に関係した筆頭者としての論文２編以上の論文リストとする．ただし，臨床遺伝関連学会において臨床遺伝に関係する発表（共同演者を除く）を２回行った場合には，論文１編とみなす．

２　規則第３条第５号の委員会が定める専門医（認定医）は，専門医認定制協議会の定める基本的領域の学会（日本内科学会，日本小児科学会，日本皮膚科学会，日本精神神経学会，日本外科学会，日本整形外科学会，日本産科婦人科学会，日本眼科学会，日本耳鼻咽喉科学会，日本泌尿器科学会，日本脳神経外科学会，日本医学放射線学会，日本麻酔学会，日本病理学会，日本臨床検査医学会）の専門医（認定医）以外で，日本神経学会専門医，精神保健指定医，日本形成外科学会認定医等とする．

３　規則第３条に記載されている定められた期間内とは，原則として，３年間の研修期間終了後５年以内とする．

第７条　国外において臨床遺伝学の研修を受けた者又は臨床遺伝学の専門医として認定を受けた者は，申請により審査し，適格と認めた場合はその経歴又は資格を認定する．

１　研修施設以外の施設に在籍する医師の研修は，次の各号すべてに該当した場合に規則第３条第１号を適用できるものとする．

　（1）　研修開始届の受付をもって研修を開始し，３年間の研修期間中に少なくとも１回は日本人類遺伝学会又は日本遺伝カウンセリング学会の学術集会に出席すること．

　（2）　日本人類遺伝学会の遺伝医学セミナー及び日本遺伝カウンセリング学会の遺伝相談（医師）カウンセラー研修会による研修単位を30単位以上取得すること．（日本人類遺伝学会の遺伝医学セミナーは１年１回（３日間）で10単位，日本遺伝カウンセリング学会の遺伝相談（医師）カウンセラー研修会は１コース（５日間）で15単位）

　（3）　委員会の定める遺伝カウンセリング研修プログラム（遺伝医学セミナー又は遺伝相談（医師）カウンセラー研修会における遺伝カウンセリングロールプレイ等）に参加すること．

　（4）　対面指導可能な指導医を指定し，その指導医の指導を受けて，遺伝カウンセリングを含む遺伝医療を30症例以上実践すること．

第８条　規則第９条に定める専門医の認定更新は，次の各号により５年毎に行うものとする．

　（1）　５年間に取得すべき総単位数は 100単位以上とする．ただし，適切な遺伝医療の実践 30単位は必須とする．

　（2）　単位取得の対象となる学会出席，専門誌への論文掲載及び遺伝カウンセリングの実践については原則として，以下のとおりとする．

                                                                         　  
単位数

日本人類遺伝学会及び日本遺伝カウンセリング学会出席                  　　
10（各学会毎）

日本医学会出席                                                            
８ （各大会毎）

委員会が認めた関連学会出席       　　　　　                             　
８ （各学会毎）

その他臨床遺伝関連諸学会出席                                              
５ （各学会毎）

委員会が認めた国際的関連学会出席          　　　　　                    　
８ （各学会毎）

その他国際的臨床遺伝関連学会出席                                             ５ （各学会毎）
（上記各学会で臨床遺伝に関する演題を発表した場合はそれぞれ５単位を加算できる．）

日本人類遺伝学会・遺伝医学セミナー受講                                 
10（各セミナー毎）

日本遺伝カウンセリング学会・遺伝カウンセリングセミナー参加

15（各コース毎）

日本遺伝カウンセリング学会・遺伝カウンセリングリフレッシュセミナー参加       ８（各研修会毎）

委員会が認めた研修会参加      　　　　　                                 
８（各研修会毎）

その他の臨床遺伝関連研修会参加                                           
５（各研修会毎）

臨床遺伝関連学会での特別講演，教育講演，セミナー，研修会等の講師         
８（各行事毎）

臨床遺伝関連専門誌への論文掲載　筆頭者                                 
10（各論文毎）

臨床遺伝関連専門誌への論文掲載　その他の著者                           　
３（各論文毎）

遺伝カウンセリングの実践（各症例の要約提出，各症例につき２単位）             最大  20

適切な遺伝医療の実践                                      

30（必須）
（適切な遺伝医療の実践の評価のために遺伝医療を行った15症例のリスト及び申請者自身が行った遺伝カウンセリング３症例の要約を提出すること．）
　（3）　専門医の認定更新をしようとする者は，認定更新申請書に研修記録簿一式及び認定手数料 10,000円分の郵便振替払込金受領証のコピーを添えて委員会事務局に提出しなければならない．

　（4）　専門医であって65歳に達した者又は65歳に達した日以降に専門医の認定を受けた者は，更新免除申請書を委員会に提出することにより，規則第９条の適用を受けないものとする．

第９条　規則第15条に定める研修施設の認定更新は，次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出することにより５年毎に行うものとする．

　（1）　研修施設において研修した又は研修中の医師の名簿

　（2）　５年間における臨床遺伝外来の診療実績

　（3）　勤務する専門医の名簿及び研修におけるそれぞれの専門医の役割

　（4）　実施した研修プログラム

　（5）　教育的行事の詳細

１　委員会は，研修施設が次の各号の一に該当するときは，認定期間内であっても研修施設の認定を取り消すことができる．

　（1）　認定を辞退したとき．

　（2）　研修施設として不適当と認められたとき．

　（3）　指導医が引き続き６ヶ月以上不在のとき．

第10条　規則第16条第２号により必要とする書類は，申請者が遺伝医療を行った50症例のリスト及び申請者自身が遺伝カウンセリングを行った５症例の要約とする．

１　規則第16条第３号に定める学術活動の評価のために必要とする書類は，遺伝医学に関係した筆頭者としての論文５編以上の論文リストとする．ただし，共著者としての論文は２編で筆頭者としての論文１編とみなす．また臨床遺伝関連学会において臨床遺伝に関係する発表（共同演者を除く）を２回行った場合には，筆頭者としての論文１編とみなす．

第11条　規則第17条に定める指導医の認定更新は，次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出することにより５年毎に行うものとする．

　（1）　５年間の指導医認定期間中に指導した又は指導中の研修者のリスト

　（2）　現在行っている臨床遺伝医療の内容（研修者の指導が可能であることを記載すること．）

　（3）　遺伝医学に関係した学術活動

第12条　この細則は，委員会の議を経て，改正することができる．

附　則
　この細則は，2002（平成14）年４月１日から施行する．ただし，第６条の改定規定は2004年４月１日から施行する．

臨床遺伝専門医制度施行細則第８条の単位認定について
（2002.11.12，2005.5.21　承認）

委員会が認めた関連学会出席　８単位

遺伝医学に特化した学会・研究会で，学会期間が２日間以上のもの

日本先天代謝異常学会，日本小児遺伝学会，日本遺伝子診療学会，日本先天異常学会，家族性腫瘍研究会

その他臨床遺伝関連諸学会出席　５単位

遺伝医学に関連した２日未満の学会・研究会．

例）染色体研究会，出生前診断研究会（各地）など

委員会が認めた国際的関連学会出席　８単位

International Congress of Human Genetics ，American Society of Human Genetics ，American College of Medical Genetics ，European Society of Human Genetics 　

その他国際的臨床遺伝関連学会出席　５単位

根拠となる資料を添付した申請書により評価し，委員会で適切と認められた場合に単位を認定する．

遺伝医学に特化していない学会での遺伝医学に関連する演題の発表　５単位

根拠となる資料を添付した申請書により評価し，委員会で適切と認められた場合に単位を認定する．

例）日本小児科学会で遺伝医学に関する演題を発表する場合，日本産科婦人科学会で遺伝医学に関する演題を発表する場合，日本神経学会で遺伝医学に関する演題を発表する場合など

委員会が認めた研修会参加　８単位

家族性腫瘍カウンセラー養成セミナー，臨床細胞遺伝学セミナー，先天代謝異常学会セミナー，
その他臨床遺伝関連研修会参加　５単位

根拠となる資料を添付した申請書により評価し，委員会で適切と認められた場合に単位を認定する．

臨床遺伝関連専門誌への論文掲載　筆頭者　10単位，共著者　３単位

遺伝医学に特化した雑誌ではなくても，執筆内容が遺伝医学に関連したものであれば認める．原著論文が原則．
全ての様式は各学会ホームページの「臨床遺伝専門医制度委員会｣よりダウンロードが可能です。ダウンロードした書類を使用する場合（両面印刷が望ましい）は、ワープロにて記入し、研修記録簿に貼付するか、あるいは本記録簿と同様の冊子体に体裁を整えて提出して下さい。
各学会ホームページアドレス

http://jshg.jp/(日本人類遺伝学会)
または
http://www.jsgc.jp/　(日本遺伝カウンセリング学会)

＜更新・更新免除申請にあたっての研修記録簿送付先＞

この記録簿を「研修記録簿在中」と朱記のうえ、簡易書留（配達記録）にて事務局宛にお送りください。更新申請の受付は毎年４月から１２月までです。その他の期間の提出は受付できません。提出先は臨床遺伝専門医制度委員会事務局です。日本人類遺伝学会や日本遺伝カウンセリング学会事務局へは提出しないようご留意下さい。

〒980-8574　宮城県仙台市青葉区星陵町１−１

東北大学大学院医学系研究科遺伝病学分野内

臨床遺伝専門医制度委員会事務局　行

臨床遺伝専門医制度委員会　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 松原洋一（委員長），朝本明弘，大浦敏博，小杉眞司，

斉藤加代子，菅野康吉，田村和朗，月野隆一，辻　省次，

戸田達史，羽田　明，平原史樹，野村文夫，福嶋義光，

渡辺　淳

事務局（問合せ先）

〒980-8574　宮城県仙台市青葉区星陵町１−１

東北大学大学院医学系研究科遺伝病学分野内

電話：022-717-8141，FAX：022-717-8142

E-mail: idensenmoni@jshg.jp

郵便振替口座名　「臨床遺伝専門医事務局」

口座番号　02240-5-102724 
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